
尾道市創業支援補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内での円滑な創業の促進により、地域経済の活性

化及び多様化並びに雇用創出を図るとともに、働きやすい環境の整備を

通じ、市内中小企業における賃上げ環境の向上を図ることを目的として、

市内において新たに創業する者に対して、予算の範囲内において尾道市

創業支援補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その

交付に関しては、尾道市補助金交付規則（昭和３８年規則第１８号）に

定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 事業所 事業の用に供するために直接必要な建物及びその附属施設

をいう。 

(2) 創業 個人又は法人が新たに事業を開始することをいう。 

(3) 新規創業者 事業を営んでいない個人又は法人であって、市内にお

いて新たに事業を開始する具体的な計画を有する者をいう。 

 (4) 開業の日 市内において新たに事業所を開設し、営業を開始した日

をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、市内で創業する新規創業者のうち、次の

各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、市長が特に認める者

は、この限りでない。 

(1) 市内に事業所を設置しようとする者 



(2) 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）で認定された創業支

援等事業計画に基づいて創業支援等事業者が実施する特定創業支援等

事業による支援を受け、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有

する者 

(3) 市税を滞納していない者 

２ 前項に該当する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付対象者としない。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条に規定する事業を営む者であるとき。 

 (2) 尾道市暴力団排除条例（平成２４年条例第１３号）第２条第３号の

暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認めるとき。 

 (3) 他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者であるとき。 

 (4) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者

であるとき。 

 (5) 自己又は近親者が所有する物件において事業を実施しようとする

とき。 

 (6) この補助金を交付され、又は交付見込みである物件の内部において

他の事業を実施しようとするとき。ただし、この補助金の交付を受け

た事業者が当該補助対象事業を中止した後に他の者が創業する場合

は、この限りでない。 

 (7) その他市長が適切でないと認めるとき。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、補助金の交付対象者が市内で創

業するために、次の各号のいずれかに該当する融資（以下「創業資金融

資」という。）のうち事業所開設の設備資金を対象とするものを受ける



事業（以下「補助対象事業」という。）とする。 

 (1) 国又は地方公共団体が実施する創業に係る融資 

 (2) 政策金融機関が実施する創業に係る融資 

 (3) 民間金融機関が実施する創業に係る融資 

 (4) 公共的団体が実施する前３号に準ずる融資 

（補助対象事業の施工業者）  

第５条 補助対象事業における建物の改修又は修繕を行う施工業者は、原

則として市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設

を有する法人及び個人事業者に限るものとする。ただし、特別の事由が

ある場合は、この限りでない。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、創

業資金融資の対象となった事業所開設の整備に係る経費（建物の改修又

は修繕に係る経費）とする。ただし、補助金の交付決定前に取得した財

産に係る経費は補助対象経費に含まないものとする。 

２ 補助金の交付は、同一事業者につき１回限りとする。 

３ 補助金の交付対象となる事業と同一の事業又は同種の事業であって

尾道市、国、県又は他の団体の補助金の交付を受けている事業は、補助

金の交付対象外とする。ただし、尾道市中小企業創業資金利子補給金交

付要綱（平成２５年３月２８日制定）に基づく尾道市中小企業創業資金

利子補給金を受ける場合については、この限りでない。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額（その額に１，

０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、５０

万円を上限とする。 



２ 第３条に規定する補助金の交付対象者のうち、次の各号に掲げる要件

の全てを満たすもの（以下「若手移住者」という。）に対する補助金の

額は、前項の額に２０万円を加算した額とする。 

 (1) 補助金の申請日において、３９歳以下の者 

 (2) 補助金の申請日において、尾道市に転入直前に広島県外で１年以上

居住していた者が、尾道市に居住し、尾道市の住民基本台帳に記載さ

れてから１年を経過していない者又は開業の日までに尾道市に移住

する意思のある者 

 （3）尾道市に定住する意思のある者 

（補助事業の実施期間） 

第８条 補助金の交付対象となる事業期間は、補助金の交付決定日以後、

当該日の属する年度の２月末日までとする。 

（交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助対象事業の開始前に尾道市創業支援補助金交付申請書（別記様式第

１号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1) 創業資金融資の申込みを行うときに提出する事業計画書（以下「事

業計画書」という。）及び収支予算書 

 (2) 補助金の交付申請時に創業資金融資の実施が決定しているときは

当該融資に係る契約書の写し、決定していないときは当該融資に係る

申込書の写し 

 (3) 事業の内容を示す書類、図面及び整備に係る見積書の写し 

 (4) 特定創業支援等事業を受けた証明書の写し 

 (5) 市税完納証明書 

 (6) 誓約書（別記様式第２号） 



 (7) 若手移住者にあっては、尾道市に転入する直前に広島県外で１年以

上居住していたことを確認できる戸籍の附票の写し等 

 (8) その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、尾道市創業支援補

助金交付決定通知書（別記様式第３号）により、申請者に通知するもの

とする。 

（補助対象事業の変更） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助対象事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、あ

らかじめ、尾道市創業支援補助金に係る補助事業変更承認申請書（別記

様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。だた

し、次の各号のいずれかについては、この限りではない。 

(1) 変更後の補助対象経費が、変更前の補助対象経費に比して２０パー

セント以内の変更をするとき（補助金の額が増加するときを除く。）。 

(2) 前号に掲げるもののほか、軽微な変更と認められるものであるとき。 

２ 市長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付し、又は当該条件

を変更することができる。 

（交付決定の変更） 

第１２条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、内容を

審査の上、予算の範囲内において承認することを決定したときは、尾道

市創業支援補助金変更等承認通知書（別記様式第５号）により、当該交

付決定事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 



第１３条 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする

ときは、尾道市創業支援補助金に係る補助事業中止（廃止）報告書（別

記様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（中止又は廃止の決定） 

第１４条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、補助事

業の中止又は廃止を承認することを決定したときは、尾道市創業支援補

助金中止（廃止）承認通知書（別記様式第７号）により、当該交付決定

事業者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１５条 補助事業者は、開業の日から起算して３０日以内又は当該年度

の２月末日のいずれか早い日までに尾道市創業支援補助金に係る補助

事業実績報告書（別記様式第８号）に、次に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

 (1) 収支決算書 

(2) 補助対象事業の完了が確認できる書類（図面及び写真等） 

 (3) 補助対象事業に係る創業資金融資の契約書の写し 

 (4) 融資対象整備資金に係る費用についての支出を証する書類（領収書 

の写し等） 

 (5) 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他

事業内容が確認できる書類 

 (6) 補助事業者が締結する事業所の賃貸借契約を証する書面の写し 

 (7) 若手移住者にあっては、開業の日において尾道市の住民基本台帳に

記載されていることを確認することができる住民票の写し 

 (8) その他市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定） 



第１６条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審

査するとともに、必要に応じ現地調査を行い、適正であると認めたとき

は、補助金の額を確定し、尾道市創業支援補助金確定通知書（別記様式

第９号）により、補助事業者に通知するものとする。 

  (補助金の請求) 

第１７条 補助事業者は、前条の通知書を受理したときは、尾道市創業支

援補助金請求書（別記様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の支払） 

第１８条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支

払うものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 創業の日から起算して３年を経過する日までに事業を中止し、又は

営業形態を変更し、若しくは事業所を移転したとき。 

 (3) 若手移住者にあっては、開業の日から起算して３年を経過する日

までに尾道市から転出したとき。 

 (4) その他この要綱の規定に違反したとき。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めた

とき。 

（補助金の返還） 

第２０条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合

において、既に補助事業者に当該取消しに係る補助金を交付していると

きは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 



（財産の管理等） 

第２１条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加し

た財産（以下「取得財産等」という。）については、補助対象事業の完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の

目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、尾道市創業支援補助金取得財産

等管理台帳（別記様式第１１号）を備え管理しなければならない。 

３ 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関

する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定めるところによる。 

４ 補助事業者は、前項に規定する期間内において、同項の規定により処

分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ尾道

市創業支援補助金財産処分承認申請書（別記様式第１２号）を市長に提

出し、その承認を受けなければならない。 

 （財産処分の承認） 

第２２条 市長は、前条第４項の規定による申請があった場合において、

その内容を審査の上、承認することを決定したときは、尾道市創業支援

補助金財産処分承認通知書（別記様式第１３号）により、補助事業者に

通知するものとする。 

 （検査） 

第２３条 補助事業者は、市長が補助対象事業の運営及び経理等の状況に

ついて検査を求めた場合又は補助対象事業について報告を求めた場合

は、これに応じなければならない。 

 （報告義務） 

第２４条 補助事業者は、創業の日から起算して３年を経過するまでに補

助対象事業を中止し、又は営業形態を変更し、若しくは事業所を移転す



るときは、市長に書面で報告しなければならない。 

２ 若手移住者である補助事業者は、開業の日から起算して３年を経過す

る日までに尾道市から転出するときは、市長に書面で報告しなければな

らない。 

 （委任） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   付 則 

  この要綱は、平成３０年７月９日から施行する。 

   付 則 

  この要綱は、令和２年３月２５日から施行する。 

   付 則 

  この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

   付 則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   付 則 

  この要綱は、令和７年３月３１日から施行する。ただし、第２条及び

別記様式第２号の改正規定は、同年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


